
野菊野こども園運営規程 

 

（事業所の名称等） 

第１条 さわらび福祉会が設置するこのこども園の名称及び所在地は、次の通りとする。 

 （１）名称 野菊野こども園 

 （２）所在地 松戸市野菊野５番 

 

（施設の目的及び運営方針） 

第２条 野菊野こども園（以下、当園という。）は、保育を必要とする乳児及び教育・保

育を必要とする幼児を日々受入れ、教育・保育事業を行うことを目的とする。 

２ 当園は、教育・保育の提供に当たっては、利用児童の最善の利益を考慮し、その福祉

を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。 

３ 当園は、教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、利

用児童の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。 

４ 当園は、利用児童の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、利

用児童の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるも

のとする。 

５ 当園は、「松戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成 26年条例第 20号）」その他関係法

令を遵守し、事業を実施するものとする。 

 

（提供する保育の内容） 

第３条 当園は、保育所保育指針（平成 29年 3月 31日厚生労働省告示第 117号）および

幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提

供を行う。 

（１） 教育・保育方針 

知育・徳育・体育のバランスのとれた人間形成を目指す。 

教育・保育目標 

素直で賢い子・明るく思いやりのある子・心身ともに元気な子 

（２） 保育時間 

第７条に規定する時間において、保育を提供する。 

（３） 食事の提供およびおやつの提供 

 月～金曜日 土曜日 

年齢 午前おやつ 給食 午後おやつ 午前おやつ 昼食 午後おやつ 

0 歳児 菓子（幼児食の

園児・麦茶 

給食 

離乳食 

手作りおや

つ又は菓子 

菓子・麦茶 弁当（離

乳食 

菓子・麦茶 



１～２歳児 牛乳・菓子 幼児食 牛乳・手作

りおやつ又

は菓子 

菓子・麦茶 弁当 菓子・麦茶 

３～５歳児 牛乳・菓子 幼児食 牛乳・手作

りおやつ又

は菓子 

菓子・麦茶 弁当 菓子・麦茶 

 

 （４）その他保育に係る行事等 

 

（保護者に対する子育て支援の内容） 

第４条 当園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義

的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援

するものとする。 

２ 当園は、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その

所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施するこ

とが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うも

のとする。 

３ 当園は、保護者に対する子育ての支援において、地域の人材及び社会資源の活用を図

るよう努める。 

    

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとす

る。ただし、員数については、基準を下回らない範囲で増減することがある。 

 （１）  園長       １名      正規常勤専従      

   職員及び業務の管理を一元的に行い、必要な指揮命令を行うとともに児童を 

全体的に把握し、処務をつかさどる。 

 （２）  教頭       １名      正規常勤専従 

   教頭は、園長を補佐し、施設運営管理また保育内容について他の職員を統括する 

とともに地域の子育て支援を行う。 

 （３）  主幹保育教諭   １名      正規 常勤 

   園長・教頭を補佐し、教育・保育内容について他の保育教諭を統括するとともに 

地域の子育て支援を行う。 

 （４）  保育教諭     １６名 

   教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び保護者支援等の業務を行

う。 

 （５）延長保育担当保育教諭 １名 



  延長時間の保育を担当する。 

 （６）  調理員       ３名 

  栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。 

 （７）  学校医       １名 

  園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員および保護者への相談・ 

  指導を行う。 

 （８）  学校歯科医     １名 

  園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科検診、職員および保護者への 

  相談・指導を行う。 

 （９）  学校薬剤師     １名 

  学校薬剤師は、園の環境衛生の維持改善に関する指導助言、職員および保護者への 

  相談・指導を行う。 

  

（学期） 

第６条 当園の学年は、４月１日に始まり、翌３月３１日に終わる。 

２ １年を次の４学期に分ける。 

（１）第１学期  ４月１日  から  ５月３１日  まで 

（２）第２学期  ６月１日  から  ８月３１日  まで 

（３）第３学期  ９月１日  から  １２月３１日 まで 

（４）第４学期  １月１日  から  ３月３１日  まで 

 

 

（保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日） 

第７条 保育を提供する日は、月曜から土曜日までとする。 

２ 当園は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。 

（１） 教育標準時間認定子どもに係る休業日 

ア 土曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

ウ 年末年始休日（１２月２９日から１月３日） 

エ その他市長が必要と認めた場合、臨時休業することがある。 

（２） 保育認定子どもに係る休業日 

ア 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

イ 年末年始休日（１２月２９日から１月３日） 

ウ その他市長が必要と認めた場合、臨時休業することがある。 

３ 開所時間 

（１） 月曜日から金曜日は７時から１９時までとする。 



（２） 土曜日は７時から１８時までとする。 

４ 保育を提供する時間は、次の通りとする。 

 （１） 教育標準時間認定に関する教育時間（４時間） 

      ８時３０分から１２時３０分とする。 

      なお、やむを得ない理由により、教育時間後に保育を希望する場合には、 

１７時３０分まで預かり保育を実施することとする。 

（２） 保育標準時間認定に係る保育時間（１１時間） 

      ７時から１８時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場

合は、１９時までの範囲内（月～金曜日）で、時間外保育を提供する。 

 （３） 保育短時間認定に係る保育時間（８時間） 

      ８時から１７時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場

合は、７時から８時まで又は１７時から１９時までの範囲内（月～金曜日）

で、時間外保育を提供する。 

 

（利用者負担その他の費用の種類） 

第８条 当園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を受けた市町

村に対し、当該市町村の定める利用者負担金（保育料）を支払うものとする。 

２ 延長保育の提供を受ける場合の 1時間当たりの保育料月額は、別表１に掲げる額と

し、保育料に加算して支払うものとする。 

３ 教育標準時間認定の預かり保育の実施において、利用者負担金として別表１（４）に

掲げる費用を徴収する。 

４ 当園は、一項の支払いを受けるほか、特定保育の提供における便宜に要する費用のう

ち、別表２に掲げる費用の支払を受けるものとする。 

 

（利用定員） 

第９条 当園の利用定員は、子ども・子育て支援法（以下、法という。）第 19条第 1項各

号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。 

 （１）法第 19条第 1項第 2号の子ども（保育を必要とする 3歳以上児（2号認定こど

も）） 

       ８７人 

 （２）法第 19条第 1項第 3号の子ども（保育を必要とする 3歳未満児（3号認定子ど

も）） 

       ６３人 

 （３）3号認定子どものうち、満 1歳未満の子ども 



       １７人 

 （４）法第１９条第１項第１号の子ども（教育・保育を必要とする３歳以上児（１号認

定こども）） 

       １０人 

 

（利用の開始・終了に関する事項） 

第１０条 当園は、市町村から保育の実施について委託を受けた時は、これに応じるもの

とする。また、１号認定子どもについては、入園希望者が利用定員を上回る場合は、こ

の認定こども園の建学の精神に基づき選考を行う。 

 

２ 当園は、以下の場合には保育の提供を終了するものとする。 

 （１）利用児童が小学校に就学したとき 

 （２）2号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

 （３）3号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

 （４）1号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

 （５）その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

３ 転園や卒園の際は、必要に応じて利用児童の生活や学びの継続性に配慮し、円滑につ

なげていけるよう転園先の園、または小学校への情報共有を行なうものとする。 

 

４ 休園・退園をしようとする者は、その理由を記して、保護者から園長に届け出るもの

とする。 

 

（緊急時における対応方法） 

第１１条 当園の職員は、教育・保育の提供を行っているときに、利用児童に病状の急

変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は利用児童の主治医に連絡する

等、必要な措置を講じるものとする。 

２ 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、松戸市、利用児童の保護者等に連絡

するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

３ 当園は、事故の状況や事故に際して講じた処置について記録するとともに、事故発生

の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

４ 利用児童に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を

速やかに行うものとする。 

 

 

 



（非常災害対策） 

第１２条 非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等につい

ての責任者を定め、少なくとも毎月 1回以上、避難及び消化に係る訓練を実施するもの

とする。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第１３条 当園は、利用児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その

他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じ

るものとする。 

 

（守秘義務） 

第１４条 職務遂行上収集した個人の情報等に関し、利用乳幼児及びその保護者の生命及

び権利に背く事項でない限り、その事項を外部にもらすことがないよう必要な措置を講

じるものとする。 

 

（個人情報保護） 

第１５条 職務遂行上収集した個人の情報等に関し、漏洩又は紛失することのないよう研

修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 

 

（附則） 

この規程は令和３年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 延長保育の提供に係る利用者負担 

 １A階層 １B階層 左記以外 

第１子 ０円 ０円 1,500円 

第２子 ０円 ０円 750円 

第３子以降 ０円 ０円 ０円 

 ※契約時間を超える場合 １分につき２０円 

備考 

（１） １A階層及び１B階層とは、松戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業並びに子ども子育て支援施設等の利用者負担に関する規則別表に掲げられる

ものとする。 

（２） 第２子とは、同一世帯の２人以上の小学校就学前子どもが、同時に特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業並びに子ども・子育て支援施設等を利用して

いる場合における、2番目に年齢の高い者。 

（３） 第３子以降とは、同一世帯の 3人以上の小学校就学前子どもが、同時に特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに子ども・子育て支援施設等を利用

している場合における、最も年齢が高い者及び 2番目に年齢の高い者以外の

者。 

（４） 教育標準時間認定の預かり保育に係る利用者負担 

 

 

教育時間 

１時間 １，０００円 

２時間 ２，０００円 

３時間 ３，０００円 

４時間 ４，０００円 

５時間 ５，０００円 

＊契約時間を超える場合 １分につき２０円 

 

別表２ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

項目 内容 金額 対象者 

給食費（１号認

定・２号認定） 

副食費 月額６，０００円 ３～５歳児クラス 

帽子 クラス別の戸外遊

び用 

  １，０５６円 ２～５歳児クラス 

教材費 教材（クレヨン、

自由画帳、はさみ

など） 

実費 ２～５歳児クラス 



紙おむつ・おしり

拭き代 

定額利用料 月額２，４９８円  

 

 １ 次の子どもの保護者は給食費の負担を免除する。 

（１） 条例１３条第４項第３号により副食費の支払い対象から除く子ども 

（２） アレルギーや宗教上の理由により一切の食事の提供を受けない子ども 

 

※当園は、上記費用の支払いを受けた場合は、領収書を交付する。 

 


